
１．設立目的

独立行政法人地域医療機能推進機構（以下「地域医療機構」という。）は、病院、介護老人保健施設等の運営を行い、
救急医療・災害時における医療・へき地医療・周産期医療・小児医療、リハビリテーションその他地域において必要と
される医療機能の確保を図り、もって公衆衛生の向上・増進や住民福祉の増進に寄与することを目的とする。

２．改組時期 平成２６年４月１日

※独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構（以下「ＲＦＯ」という。）を改組して設置。

３．役職員数

役 員 １３名(理事長１人、監事２人、常勤理事５人、非常勤理事５人)

職 員 約２．８万人

４．業務概要

上記１の目的を達成するため、病院等の設置及び運営並びにこれに附帯する業務を行うこと

５．組織の規模（平成２６年４月１日（予定）） 病院数：57病院 老健施設：26施設

６．その他特記事項

・平成２３年６月に成立した「独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律」（平

成２３年法律第７３号）において、年金福祉施設等の整理合理化を目的としたＲＦＯから、病院等の運営等

を目的とした地域医療機構に改組されることとされた。

・政府は、地域医療機構に対し、緊急の必要がある場合における厚生労働大臣の求めに応じて必要な措置をと

る場合を除き、業務の財源に充てるための交付金を交付しない。

・ＪＣＨＯは、病院等のうち、その譲渡後も地域において必要とされる医療及び介護を提供する機能が確保さ

れるものについては、譲渡することができる。
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